
はじめに
核不拡散と核軍縮は、戦後日本が一貫して

取り組んできた重要な外交政策の課題であ

る。冷戦の終結を受けて、核不拡散と核軍縮

は新たな試練に直面している。本稿は冷戦期

から今日までの核不拡散・核軍縮問題の展開

を踏まえ、この問題に対する日本の対応を論

ずるものである。冷戦後も日米安保体制を安
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Abstract

With the end of the Cold War, nuclear proliferation has emerged as a serious

challenge for global peace and regional stability. In May 1 9 9 8, nuclear tests were

conducted by India and Pakistan. The Japanese Government took the situation

seriously and protested strongly against the two nations in South Asia. Japan, with her

economic power and diplomatic influence in Asia, has an opportunity to pursue a new

arms control policy. 

Some progress has been witnessed in nuclear disarmament, but none of the

nuclear weapons states has shown willingness to forgo their nuclear weaponry. Nuclear

detterence remains a fact of life in the security community of the world. Furthermore,

new problems such as disposition of separated plutonium are bound to make nuclear

disarmament process more difficult and complicated.

Japan’s arms control policy is twofold. As the only country to have suffered atomic

bombing, Japan strictly upholds its non-nuclear policy and is making efforts to promote

nuclear disarmament. As a security partner, Japan is dependent on American nuclear

extended deterrence. It is becoming important that Japan has some balance between

these two positions. Enhanced levels of U.S.-Japan security cooperation will be critical

in the years ahead to prevent nuclear proliferation and purse nuclear disarmament.



全保障政策の基軸とする日本にとって、アメ

リカとの協力関係は如何なる意味を持つのか。

核不拡散・核軍縮をめぐる日米関係の現状と

課題を探る。

１．核不拡散への対応

（1）NPTへの対応

最初に、核不拡散条約（Nuclear Non-Prolif-

eration Treaty＝N P T）に対する日本政府の対

応を振り返ることにしよう。N P Tはジュネー

ブの1 8カ国軍縮委員会（今日の軍縮会議の前

身）において審議・作成され、1 9 6 8年６月に

国連総会の承認によって確定された。当時の

日本は、核不拡散という条約の目的には支持

を表明しつつも、N P T体制への加入に際して

は非常に慎重な姿勢を見せた。日本はN P Tが

発効する直前の 7 0年２月に条約に署名した

が、批准手続を完了するまでに６年余りの年

月をかけた。

当時の日本には、N P T体制への加入に根強

い不安があった。N P Tは核兵器国と非核兵器

国とを差別する不平等条約であり、「核兵器

国は核軍縮に誠実に取り組む」という条約上

の義務（第６条）が果たしてどの程度果たさ

れるか疑問視する見方が多かった。また、核

兵器保有という選択肢を2 5年間も放棄するこ

とに対する不安もあった（N P T条約は無期限

延長問題を 2 5年後に再検討することとされ

た）。今日も同様であるが、当時の日本は核

兵器を忌避する国民感情が強く、日本国内で

核武装の可能性が正面から検討される状況に

はなかった。だが、流動的で不透明な国際環

境のなかで、国の防衛政策が４半世紀にわた

って拘束されることに対する抵抗感が強かっ

た。さらに、N P Tへの加入によって日本の原

子力の平和利用が不利益を蒙るのではないか

という懸念があった(1)。

N P T批准問題は国論を二分する大問題であ

ったが、世界の大多数の国がこの条約に加入

していくなかで、日本政府も世界的な核不拡

散体制の意義を重視し、条約批准に向けて国

内の調整を進めていった。日本は1 9 7 6年６月

にN P T条約を批准した。

N P Tの批准過程における対応を見ると、日

本の核不拡散政策には二つの側面があること

が分かる。世界の大多数を占める非核国家の

一員として、日本にはN P T体制が許した核兵

器国家の特権的地位に対する不満がある。日

本はN P T条約の批准書の寄託に際して政治声

明を発表し、そのなかで核兵器国が速やかに

核軍縮の措置をとることを呼びかけた。

もう一つの側面は日米安保体制であり、日

本が受ける核の脅威に対してはアメリカの抑

止力に頼るのが日本の政策になっている。日

本のN P T批准の直前、1 9 7 5年８月に行われた

日米首脳会談（三木・フォード会談）の際の

日米共同新聞発表第４項では、「両者はさらに

米国の抑止力は日本の安全に対し重要な寄与

を行うものであることを認識した。これに関

連して、フォード大統領は三木総理大臣に対

し、核兵力であれ通常兵力であれ、日本への

武力攻撃があった場合、米国は日本を防衛す

るという相互協力および安全保障条約に基づ

く誓約を引き続き守る旨確言した」と謳われ

ている（この日本の核不拡散政策に内包され

ている「二重性」は、冷戦後の今日まで引き

継がれている）。

1 9 9 0年代に入ると、世界各国は9 5年のN P T

再検討会議に向けて、N P Tを無期限に延長す

るかどうかの決断を求められた。欧米の先進

国は早々と無期限延長を求める政策を固め

た。日本政府は十分な検討期間をおいてから

決断したいとして、先進国サミット等の場に

おける合意形成に消極的な姿勢を示した。こ

のため9 2年７月のミュンヘン・サミットの政

治宣言では、「N P Tの無期限延長は軍備管理

過程における重要な一歩となる」と記される

に留まり、9 3年７月の東京サミットの政治宣

言では、「N P Tの無期限延長及び核兵器の削
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減という目的を改めて表明する」という含み

のある曖昧な表現に落ち着いた(2)。

日本政府が他のサミット諸国と異なる対応

をした理由は、核兵器国による核軍縮の推進

努力に対する不満と不安にあった。冷戦終結

後、米ロの核軍縮に一定の進展が見られたも

のの、両国は依然として核超大国の地位を占

め、他の核兵器国（英、仏、中）の核戦力につ

いては核軍縮の展望が何も示されないまま温

存されていた。日本を含む非核兵器国がN P T

の無期限延長に簡単に同意してしまえば、核

兵器国に対する非核兵器国の外交プレッシャ

ーが弱まり、核軍縮が限りなく先送りされる

のではないかと懸念された。日本政府のみな

らず、政界、学界、マスコミなどにおいても、

N P Tの無期限延長によって五大国の核保有が

合法的に永続化する可能性を心配する見解が

多かった(3)。

しかし、核軍縮の推進を後押ししたいとい

う日本国内の願望は、核兵器国には届かなか

った。それどころか東京サミットにおける日

本政府の姿勢は、国際社会から予期せぬ反応

を引き起こした。N P Tの無期限延長への支持

を躊躇する日本は、核武装の道を検討してい

るのではないかという懸念がアジアや欧米諸

国から表明されたのである。「日本核武装論」

が英米やアジア各地の新聞に取り上げられ

た。韓国では「日韓核戦争」を題材にした近

未来小説がベストセラーになった。このため

日本の外務省は、在京の外国人記者との昼食

会を開くなど、「日本核武装論」の打ち消しに

奔走することになった。

この海外の反応がきっかけになって、日本

政府はN P Tへのポジション決定を急ぐことに

なった。1 9 9 3年７月2 8日、武藤外相（当時）

はN P Tの無期限延長を支持する立場を明らか

にした。８月に就任した細川首相は所信表明

演説のなかで、N P T無期限延長への支持を正

式に表明した。細川首相は、９月の国連総会

演説のなかでも日本の政策決定を再度表明し

ている。

このようにN P Tの無期限延長を支持する日

本の決断は、国内の十分な論議が尽くされな

いまま、国際社会から受けた一種の「外圧」

によって呆気なく下された。もっとも、かり

に国内で時間をかけて検討や議論を重ねたと

しても、無期限延長以外の選択肢が選ばれる

余地はほとんどなかったと考えられる。海外

の懸念とは裏腹に、核兵器を忌避する国民感

情を背景とする非核政策は日本の国是として

定着していた。報道によれば、自民党の一部

には核保有の選択肢を放棄することへの躊躇

いがあったと伝えられるが、日本の核武装の

可能性を本気で検討する動きは何処にも見当

たらなかった。また、原子力平和利用の観点

からの懸念も、今回は浮上しなかった。批准

後2 0年を経て、N P T条約下の国際保障措置は

日本の原子力平和利用を支える制度として定

着した。

理論的可能性としては、一定期間のN P T延

長を認め、核軍縮の進展状況を見るという選

択肢も考えられないことはなかった。だが、

この案を主張したのは一部の非同盟諸国に限

られ、欧米の先進国では無期限延長論が大勢

だった。

（2）核不拡散への対応

次に核不拡散への日本の対応について論じ

る。日本はN P T体制を中核とする核不拡散体

制の維持強化に向けて、長年にわたり外交努

力を積み重ねてきた。冷戦後、新たな核拡散

への懸念が高まるなかで、日本は今まで以上

に積極的な国際貢献を果たそうとしている。

日本は1 9 7 0年にN P Tに署名した際に発表し

た政府声明のなかで、当時、条約への不参加

を表明していたフランスと中国に対して、速

やかに条約に参加することを求めた。9 1年末

のソ連の崩壊後、旧ソ連の核兵器が残された

ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシに対

して、日本はN P Tへの加入を粘り強く慫慂し
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た。今日、これらの国々はすべてN P Tの加入

国になっている。フランスと中国のN P T加入

決定は、それぞれ独自の政策判断によるもの

であったが、カザフスタンとウクライナに対

しては日本はアメリカとともに非核化支援に

協力した。アメリカは、旧ソ連の核兵器管理

と非核化の支援に積極的に取り組み、「協力

的脅威削減計画（Cooperative Threat Reduction

＝C T R）」と呼ばれるプログラムに9 2年から着

手した。9 2年には、核兵器技術者の流出防止

を目的として「国際科学技術センター」がロ

シアに設立され、アメリカ、欧州共同体（E C）、

日本が共同出資した(4)。

今日、N P Tの加盟国は1 8 7カ国に達してお

り、N P Tの普遍性はかなりの程度達成されて

いる。条約普遍化の観点から問題とされてい

るのは、N P Tに未加盟のインド、パキスタン、

イスラエルの三国である。とくに印パ両国は

1 9 9 8年５月に相次いで核実験を行い、N P T体

制に動揺をもたらした。両国の核兵器開発を

止めさせ、N P Tへの早期加盟を実現させるこ

とは日本の核不拡散政策上の当面の最重要課

題といえよう。

N P T体制の維持強化のためには、N P Tの加

盟国の条約遵守を確実に担保する制度的仕組

みも重要である。湾岸戦争を通じて明らかに

なったイラクの核開発計画や朝鮮民主主義人

民共和国（北朝鮮）の核開発疑惑の発生を踏

まえ、国際原子力機関（International Atomic

Energy Agency＝I A E A）は1 9 9 3年から、未申

告の原子力活動の探知能力向上を目的とする

保障措置強化に着手した。日本はこの I A E A

の取り組み（「9 3＋２計画」と呼ばれる）に

積極的に参加している。

日本は I A E Aの保障措置の強化・効率化に

向けて、リモート・モニタリング、環境サン

プリング等の新しい技術・手法の導入に向け

た取り組みを始めるなど、技術面においても

核不拡散体制の維持強化に努力している。ま

た、I A E Aに対する財政的支援や人的支援にお

いても、今まで以上の貢献を果たす姿勢を示

している。日本は原子力政策の透明性向上に

関しても、プルトニウム保有量の公開を率先

して行うなど、世界の核不拡散体制の維持強

化に関して指導的な役割を果たそうとしてい

る(5)。

このように日本が積極的な核不拡散政策を

展開する背景には、世界の安全保障秩序の維

持に貢献するという側面もあるが、原子力利

用大国として核不拡散問題に真剣に取り組ま

なければならない事情がある。核燃料リサイ

クル政策を推進するプルトニウム大国日本に

は、自らの非核政策の安定性に対する世界の

信頼を確保することが恒常的な重要課題にな

っている。また、原子力発電の導入・推進を

目指す東アジア諸国に対して、日本は今後も

積極的な国際協力を続けていく方針を定めて

おり、核物質の管理などを始めとして核不拡

散体制の整備に格別の配慮を払わなければな

らない立場に置かれている。

２．核軍縮・核廃絶の追求

冷戦後、欧米では核廃絶論の高まりが見ら

れる。1 9 9 6年1 2月、アメリカの２人の退役将

軍がワシントンのナショナル・プレスクラブ

で核廃絶を訴える会見を行った。この会見は

マスコミで大々的に報じられ、米欧の安全保

障コミュニティに大きな波紋が広がった。米

戦略空軍のバトラー元司令官と北大西洋条約

機構（North Atlantic Treaty Organization＝

N A T O）軍のグッドパスター元司令官の２人

は、長年にわたってアメリカの核兵器の運用

を最前線で担当してきた最高責任者である。

退役後の個人資格の発言とはいえ、このよう

な経験と実績を誇るトップの軍人から核廃絶

論が打ち出されたことは極めて異例のことで

あった。

バトラーとグッドパスターは、「冷戦後の

アメリカの安全保障を確保する上で、核兵器
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の役割は大幅に縮小されている」と指摘する

とともに、「運用中の事故や偶発発射（正規

の指揮命令系統に基づかない発射）のリスク

が避けられない核兵器を保持し続けること

は、アメリカの安全保障を脅かす可能性があ

る」と警告した。事故及び偶発発射のリスク

の指摘は、司令官として実際に核戦争を想定

した行った訓練に裏打ちされたものであると

いう。

彼等は冷戦後の核拡散に対する懸念にも触

れつつ、アメリカがロシアとの交渉を通じて

大幅な核軍縮を推進し、究極的な核廃絶を目

指して大胆なステップを踏み出すよう主張し

た。「核の脅威から人類が解放されるために

は核兵器が世界から廃絶されなければならな

い。核兵器国が核廃絶に向けて前進していか

ないかぎり、 N P Tを中心とする現在の核不

拡散体制の維持は難しい」との見解も明らか

にされた。２人の共同会見が行われた翌日、

やはりバトラーらの呼びかけにより、今度は

ロシア、イギリスを含む世界1 7カ国、6 0人の

元将軍たちから「核兵器の存続は世界の平和

と安全を危うくする」との共同声明が発表さ

れた。

このような核廃絶論ブームが起きた背景に

は、冷戦の終結を受けてアメリカの国防専門

家たちの核兵器観が変化したという事実があ

る。ソ連の軍事的脅威には核抑止力で対抗す

るほかなかった冷戦時代と異なり、今日の米

欧諸国は自らの通常戦力の優位性に相当の自

信を持つようになった。湾岸戦争が示したよ

うに、冷戦後に起こる第三世界の地域紛争に

おいては、米欧側は核兵器に頼らなくても圧

倒的な通常戦力で対応することができる。ア

メリカの核専門家たちのなかには、核兵器を

持つことのメリットよりもデメリットのほう

を重視する人々が出てきたのである。

核軍縮・核廃絶の追求は、長年にわたり日

本の外交政策の重要課題として位置づけられ

てきた。日本政府は1 9 7 0年にN P T条約に署名

した際に声明を発表し、核軍縮のための交渉

を誠実に行うよう要請した。日本政府はN P T

条約の第６条で定められた核兵器国の義務

（核兵器国は核軍縮に誠実に取り組まなけれ

ばならない）を重視し、核不拡散と核軍縮を

二大目標と定めて、様々な外交的働きかけを

続けてきた。1 9 7 5年に開かれた第１回N P T再

検討会議には、まだN P Tを批准していなかっ

たためオブザーバーとしての参加に留まった

が、8 0年の第２回N P T再検討会議からは締約

国として正式に参加し、核兵器国による核軍

縮を一貫して呼びかけてきた。

日本の働きかけにもかかわらず、冷戦が続

いている間、核軍縮は進展せず、米ソ間では

核軍拡競争が続けられた。米ソの戦略核兵器

に関しては、1 9 6 9年末に第１次戦略兵器制限

交渉（The First Strategic Arms Limitation Talks

＝S A L T_Ⅰ）が始まり、7 0年代後半のS A L T -Ⅱ

交渉、8 0年代の戦略兵器削減交渉（The First

Strategic Arms Reduction Talks＝S T A R T -Ⅰ）へ

と引き継がれたが、冷戦が終わるまで戦略核

の軍縮は実現しなかった。

ヨーロッパにおいては、ソ連が1 9 7 7年頃か

ら配備した新型の中距離ミサイル（S S_2 0）に

対抗し、米国が8 3年末から西欧諸国の中距離

核兵器（Intermediate-range Nuclear Forces＝

I NF）の近代化に踏み切るなど、新たな核軍

拡競争が展開されたが、8 7年1 2月に米ソ間で

I N F全廃条約が署名された。

日米安保体制を基軸とする日本は、冷戦中

は西側陣営の一員として行動したが、米ソ間

の核軍備管理交渉に対してはほとんど影響

力を発揮できなかった。北大西洋条約機構

（N A T O）の西欧諸国は、ソ連の強大な軍事脅

威への対処を迫られた結果、I N F交渉（軍縮）

とI N F近代化（軍備増強）を絡めた米国との

共同対応（N A T Oの「二重決定」と呼ばれた

る）を選択した。非核三原則を国是とする日

本には、西欧諸国のように米国の新型I N Fを

導入するという選択肢はなく、もっぱら西側
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の一員という立場を強調することによって、

米国の対ソ核軍備管理交渉を側面から外交的

に支援した(6)。

冷戦中を通じ、日本政府は機会ある毎に核

軍縮の推進を呼びかけたが、自らの働きかけ

によって米ソ間の戦略核交渉やI N F交渉の行

方を左右できると考えていたのではない。日

本の核軍縮外交は、外交スローガンとでも言

うべきものであった。また、I N F交渉中に日

本政府がとった外交的対応を見ると、日本の

核軍縮外交には二面性があることが分かる。

1 9 8 3年６月、ウィリアムズバーグで開かれた

西側先進国サミットにおいて、中曽根首相は

N A T Oの「二重決定」を明確に支持した。こ

の日本首相の姿勢表明は、I N F交渉が失敗し

た時には欧米側が新たな核兵器配備を行うこ

とに日本政府が賛成することを意味するもの

である。

1 9 7 6年に策定された「防衛計画の大綱」に

書かれているように、冷戦中の日本の防衛政

策は、核の脅威に対しては米国の核抑止力に

依存する態勢をとっていた。ソ連のS S_2 0配

備によってもたらされた新たな核の脅威に対

しては、米国の核抑止力に依存して対応する

のが日本の政策であり、米国の核抑止力維持

のために欧米が核軍備増強が必要と判断する

時は、日本もその政策を支持する立場に立っ

ていたのである。要するに、中長期的な目標

としては核兵器国による核軍縮を求める（非

核の平和国家として）が、現実に自国の防衛

政策上の必要に迫られた時には米国の核抑止

力に頼る（日米同盟の当事者として）のが、

日本の核軍縮外交なのである。

冷戦の終結後、米ロの戦略核削減交渉が進

展し、ようやく核軍縮が推進される時代に入

った。9 1年７月に調印されたS T A R T -Ⅰ条約は、

米ロの戦略核兵器の総数を半分に削減するも

のであり、米ロの批准手続を経て、9 4年1 2月

に発効した。9 3年１月にはS T A R T -Ⅱ条約が署

名された。S T A R T -Ⅱ条約は、米ロの戦略核兵

器の弾頭数を2 0 0 3年まで二段階に分けて3 0 0 0

～3 5 0 0発にまで削減するものである。アメリ

カは9 6年１月にS T A R T -Ⅱ条約の批准手続を

済ませたが、ロシア議会の批准手続が先送り

されており、同条約はまだ発効していない
(7)。

ロシア側の批准の遅延を受けて、1 9 9 7年３

月、ヘルシンキで行われた米ロ首脳会談では、

S T A R T -Ⅱで定めた核弾頭削減期限を2 0 0 7年末

までに延期することが合意された。このヘル

シンキ会議では、米ロ首脳はS T A R T -Ⅱが発効

次第、両国がS T A R T -Ⅲ交渉に入ることにも合

意している。S T A R T -Ⅲでは、2 0 0 7年末までに

戦略核弾頭数を双方とも2 0 0 0～2 5 0 0発に減ら

す計画であるという。

日本は冷戦後も核軍縮の進展を呼びかけて

いる。既述のとおり、N P Tの無期限延長に際

して日本なりの核軍縮外交を試みた。1 9 9 4年

1 1月、日本政府は国連総会第一委員会（軍縮、

国際安全保障）に対して、「核兵器の究極的廃

絶に向けた核軍縮に関する決議案」を単独で

提案し、核兵器国による核軍縮努力を改めて

求めた。この提案は同委員会で採択され、同

年1 2月、国連総会本会議においても圧倒的多

数の賛成を得て採択された。

冷戦中は掛け声だけで終った日本の核軍縮

外交は、冷戦後は米ロの核軍縮進展によって、

長年の目標達成への期待が抱かれる状況が生

まれている。しかし、その一方で日本の核軍

縮外交は新たな課題に直面している。S T A R T -

Ⅱ批准の決断を躊躇うロシアの行方如何では、

米ロ間の今までの軍縮合意が宙に浮く可能性

がある。仮に米ロの核軍縮合意が予定どおり

実現されていったとしても、両国の核兵器の

削減・廃棄計画のテンポは遅い。財政難に悩

むロシアに関しては、核兵器の解体過程で生

じる核物質の処理・処分という問題がある。

核軍縮のより早い進展を日本が積極的に後押

しする考えであれば、ロシアの核兵器解体へ

の協力を検討しなければならない。
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長期的な課題としては、S T A R T -Ⅲ以降にイ

ギリス、フランス、中国の三核兵器国をも対

象とする多国間の核軍縮を開始するという構

想が浮上している。これまで核軍縮は二つの

核超大国間の交渉に限定されてきたが、他の

三核兵器国による核軍縮についても日本は対

応を検討することになろう。とくに冷戦後も

核戦力の近代化に取り組んでいる中国に対し

ては、中国の核戦力が日本の安全保障に及ぼ

す影響を分析しつつ、日本が中国に対する大

規模な経済援助国であることを踏まえ、核軍

縮を呼びかける説得外交を検討すべきであ

ろう。

1 9 9 8年５月のインド、パキスタンによる一

連の核実験は、日本の核軍縮外交の置かれた

文脈を今まで以上に複雑なものにした。国際

社会から強い抗議を受けたインドは、N P T体

制の不平等性と核兵器国による核軍縮努力の

欠如を根拠に挙げて反論した。インドの主張

が口実か否かはともかくとして、核軍縮が遅

れていることの問題点が改めてクローズアッ

プされたことは確かであり、印パの核実験後、

日本政府も核兵器国の一層の核軍縮努力を求

めていくとの姿勢を改めて強調した。また、

経済協力の見直しを含む日本からの強い抗議

の姿勢に対して、インドは日本がアメリカの

核の傘に入っていることを指摘して反論した。

アメリカの核抑止力に頼りつつ、アメリカ

を含む核兵器国の核軍縮を求めることは、日

本の長年の政策であった。この日本の二重路

線は、核実験を行う国が５核兵器国にほぼ限

定されていた冷戦時代は特段の批判を浴びな

かった。第三世界の核拡散防止に日本が積極

的な役割を果たそうとする冷戦後は、日本の

政策の整合性が問われる。今後の日本は、核

兵器国による核軍縮をただ漠然と呼びかけ続

けることはできない。日本が頼るアメリカの

核抑止力とは何なのか。日本は核の傘への依

存度を軽減していくのか。もし軽減していく

ならば、どのような手段によって日本の防衛

政策を補強していくのか。このような防衛政

策上の重要課題の検討なしには、日本の核軍

縮外交は冷戦時代のような単なる外交スロー

ガンの域を出ないであろう。

３．核実験への対応

（1）核実験禁止への努力

日本政府は長年にわたり核実験の禁止を一

貫して追求してきた。1 9 5 7年に出された最初

の外交青書には、次のように書かれている。

「わが国民は、不幸にして原水爆に関しては極

めて特異な、かついたましい経験を重ねて来

たので、原水爆問題に対するわが国民の感情

には、他の国民よりも一段と深刻かつ強烈な

ものがある。わが国民は、この感情を根底に

原子力が専ら平和的目的のみに利用され、世

界の平和と人類の幸福が原水爆によって脅か

されるような事態を一日も早く解消すること

を要請しているのである。これは利害関係や

政治的考慮を超えた崇高な人道的な立場から

の要請であ。政府はかかる国民的要請を背景

とし、米、英、ソ連など関係国に対し、再三

にわたり核爆発実施の中止を申し入れるとと

もに、国際連合においても、この目的の達成

に資すると考えられる措置をとってきた」(8)。

日本政府は、核実験を行った国に対して外

交ルートで即座に抗議し、核実験の中止を求

めてきたが、抗議を受けた国々は日本の立場

に多少の配慮を示しながらも、それぞれ独自

の核政策を遂行してきた。核実験禁止に向け

た日本の努力は、1 9 5 0年代においては日本の

商船・漁船の安全や放射能が地球環境に及ぼ

す影響などへの配慮も働いていた。しかし、

1 9 6 3年1 0月に部分的核実験禁止条約（P a r t i a l

Test Ban Treaty＝P T B T）が発効し、放射性残

留物が爆発国の領域外に出ない地下核実験の

みが許されるようになった後も、核実験の禁

止を求める日本の政策は継続された。最初の

外交青書で示されたように、日本政府は人道
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的立場から核実験に反対しており、この点に

関してはアメリカも例外ではない。日本はア

メリカの核実験実施に対しても、抗議とその

中止を要請してきた。

冷戦後の日本は、包括的核実験禁止条約

（Comprehensive Test Ban Treaty＝C T B T）交

渉の開始と妥結に向けて努力した。包括的核

実験禁止条約は、あらゆる核実験の実験的爆

発及びその他の核爆発を締約国の義務として

禁止し、仮に、これらの実験的爆発及びその

他の核爆発が行われた場合の国際的な監視制

度による監視活動及び現地査察による査察の

実施を規定するものである。

冷戦中から懸案とされてきた C T B T は、

1 9 9 4年１月からジュネーブ軍縮会議で交渉が

始められた。日本は、9 3年の核実験禁止特別

委員会議長であった田中軍縮大使（当時）が

関係国との精力的な調整を行い、検討事項を

取りまとめて交渉開始に貢献した。核実験禁

止特別委員会は、軍縮問題を幅広く審議する

軍縮会議の下に、核実験の禁止について特に

審議するため置かれた。また、9 6年６月には

池田外務大臣がジュネーブ軍縮会議を訪問

し、C T B Tの交渉促進のために各国に働きか

け、C T B Tの財政的仕組みの構築について、

我が国軍縮代表部員が交渉の取りまとめ役を

担当したという(9)。

日本は、核実験の地震学的検証技術の発展

にも寄与している。C T B Tにおいて、新たに

禁止対象となった地下核実験の検証は技術的

に非常にむずかしく、地震観測技術が最も有

力な検証方法とみなされている。この分野の

先進国である日本は、1 9 7 6年にジュネーブ軍

縮会議に地震専門家特別委員会が設置されて

以来、検証技術の発展と検証体制の備に主導

的な役割を果たしてきた(1 0)。一環して核実験

禁止外交を展開してきた日本にとって、C T B T

の成立は大きな里程標といえる。しかし、イ

ンドなどの反対によって、コンセンサス方式

をとる軍縮会議の場においてはC T B Tは採択

できず、1 9 9 6年９月に国連総会において採択

された。日本は米国、中国、仏、ロシア、英

国に続き、非核兵器国としては最初にC T B T

に署名し、9 7年７月に批准した。

（2）インド、パキスタンの核実験への対応

1 9 9 8年５月に行われたインド、パキスタン

の核実験は世界に衝撃を与えた。無期限延長

が決まってから３年後、N P T体制は今、試練

に立たされている。インド、パキスタンは

N P T、C T B T のいずれにも加盟しておらず、

両国の核実験は条約上の違反行為にはならな

い。だが、N P Tを中核とする核不拡散体制は

国際社会全体の意志として尊重されるべきも

のである。インド政府は、五核兵器国に特権

的地位を与えたN P Tの差別性や、核軍縮の遅

延を問題にしているが、国際社会全体が作っ

たルールを破る根拠にはならない。

N P T体制維持のために、核兵器国と非核兵

器国はそれぞれの課題に取り組まなければな

らない。米ロ二国はS T A R T -Ⅱ～Ⅲプロセスの

加速が求められるだけでなく、非核兵器国全

体に対する従来の政策についても再検討する

必要があろう。4 0年以上に及んだ長い冷戦の

なかで、核超大国として各陣営の頂点に位置

してきた米ロは、N P T体制の不平等性や核軍

縮遅延に対する非核兵器国の不満に対して鈍

感であり過ぎた(1 1)。今後、米ロはN P T第６

条で定められた義務（核軍縮交渉への誠実な

取り組み）を果たし、N P T体制の不平等性を

根拠（ないし口実）にした核拡散が起きる可

能性を封じなければならない。

非核兵器国としては、自らの非核政策を堅

持するとともに、拡散懸念国に対する説得を

強めていく必要がある。1 9 9 8年６月、スウェ

ーデン、アイルランド、南アフリカなど８つ

の非核兵器国は共同宣言を発表し、核保有五

カ国とインド、パキスタン、イスラエル３カ

国に対して、「核廃絶を明確に誓約し、その

実現のため直ちに話し合うように」と呼びか
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けた。日本政府は、核実験実施後のインド、

パキスタンに対して迅速に抗議を行い、橋本

首相が核軍縮のための国際会議開催を提案す

るなど、様々な外交イニシアティヴを発揮し

ている。高度な技術力を持ちながら、非核政

策を堅持する日本に向けられる国際期待は大

きいが、わが国が核不拡散問題にリーダーシ

ップをとろうとする時、吟味しておかなけれ

ばならない課題がある。

一つは日本がアメリカの「核の傘」に入っ

ている点である。わが国は当面する核の脅威

にはアメリカの「核の傘」に頼り、中期目標と

して核軍縮の推進を目指し、究極的目標とし

て核廃絶を掲げる政策をとっている。これら

の政策目標の同時達成と相互調整は容易でな

く、政策の整合性に意する必要がある。もう

一つは、原子力の平和利用大国である日本を

見る世界の目である。冷戦後、核拡散への世

界的懸念が高まるなかで、海外の一部では「日

本核武装論」が浮上した(1 2)。過去数年間、こ

の議論は沈静化したように見受けられたが、

南アジアの新情勢がもたらした新たな核拡散

への懸念が、原子力利用大国に対する海外の

パーセプションに影響を及ぼすことは想像に

難くない。日本は、その非核政策に対する世

界の信頼の確保と、核不拡散体制の維持強化

に向けた一層の国際貢献が求められよう。

インド、パキスタンの核実験が、他の地域

の核拡散を惹起するか否かの予測は難しい。

アメリカと北朝鮮の間の核合意をまとめたR .

ガルーチ元大使は、「南アジアの核拡散が他

地域の核拡散を起こすという直接の連関はな

い．北朝鮮が米朝合意を見直すことはないだ

ろう」と述べている。中東情勢に詳しい軍事

専門家A .コーデスマンは、「インド、パキス

タンが他地域の核拡散に及ぼす影響は二義的

なもので、中東地域の核拡散問題は中東諸国

独自の戦略計算によって決められるだろう」

と述べている(1 3)。だが、これまで国際社会に

存在していた核実験実施に対する心理的障壁

が、インド、パキスタンの公然たる行為によ

って影響を受けることは間違いないと思われ

る。また、これまでインド、パキスタンとと

もに「三つの核敷居国」とされてきたイスラ

エルの地位が際立つ結果にもなった。インド、

パキスタンの核実験がN P T体制に与えた打撃

は、深刻に受け止めなければならない。

４．考　　察

日本の核不拡散・核軍縮政策には二つの立

場が共存している。一つは、唯一の被爆体験

を持つ非核の平和国家という立場である。日

本は核問題に関する日本の立場の特異性を強

調し、国連や軍縮会議などのマルチの場で核

軍縮・核廃絶を声高に訴え続けてきた。核軍

縮・核廃絶を主張する国は少なくないが、日

本のように核兵器への特殊感情を前面に押し

出す国は珍しい。

もう一つは、日米安保体制を対外政策の基

軸に置く立場である。日米両国政府は1 9 9 6年

４月の「日米安保共同宣言」において、冷戦

後も日米安保体制を維持強化していくことを

再確認しており、核の脅威に対してはアメリ

カの核抑止力に依存する政策を継続してい

る。自国の防衛をアメリカとの同盟によって

支え、アメリカの核抑止力に依存する国は少

なくなく、日本の防衛政策は何ら特殊なもの

ではない。

平和国家の理想像を希求する第一の立場の

淵源は、日本国憲法に求められよう。日米同

盟の根拠となる日米安保条約と日本国憲法

は、成立した時期と背景が異なっている。二

つの立場は、複雑微妙に重なり合っている。

非核三原則は第一の立場を具現した政策であ

り、アメリカの核の傘への依存は第二の立場

から導出されたものである。日本は自らを非

核国家と位置づけているが、非核三原則は日

本国内の核兵器配備は行わないという限定的

な意味での非核政策であり、アメリカの核拡
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大抑止政策をも拒否する趣旨ではない。東南

アジア非核地帯化条約（Southeast Asia Nuclear

Weapons Free Zone＝S E A N W F Z）を1 9 9 7年３

月に発効させた諸国や、9 6年４月にアフリカ

非核地帯化条約（ペリンダバ条約）に調印し

た国々の非核政策と、日本の非核政策を同列

に置くことはできない。

第一の立場と第二の立場は一見相矛盾して

いるように見えるが、一方では相互に補完的

な関係にもある。日本が非核国家の立場から

核不拡散・核軍縮政策を展開できるのは、ア

メリカとの同盟関係が維持されているからで

ある。近隣にロシア、中国という核兵器国が

存在し、朝鮮半島に厳しい軍事緊張が続いて

いる状況下で、日本の非核政策が安定してい

るのは、冷戦後も日米安保体制が維持されて

いることによる。冷戦終結後、新たな国際秩

序形成が模索されるなかで、海外の一部から

日本が核武装するのではないかという懸念が

表明された。日本は核不拡散体制の維持強化

に貢献する主体たらんとしているが、一方で

は核拡散の潜在的懸念が向けられる客体にも

なっているのである。第二の立場が動揺すれ

ば、第一の立場を継続することもむずかしく

なる。

日本が世界に向けて核不拡散・核軍縮政策

を展開する時は、もっぱら第一の立場に立っ

ているが、第二の立場に対する十分な検討が

なければ、日本の政策は整合性を欠くことに

なる。日本の核不拡散・核軍縮政策はアメリ

カの緊密な協議と効果的な連携なしには成り

立たないが、日米の政策には大きなギャップ

が存在している。

冷戦後のアメリカの核不拡散政策は、1 9 9 3

年９月、クリントン大統領の国連総会演説

によって明らかにされた。大統領は、核兵

器、化学兵器、生物兵器などの大量破壊兵器

（Weapons of Mass Destruction＝W M D）の拡

散を阻止するため、核分裂性物質の規制、核

実験の全面禁止、化学兵器禁止条約の早期批

准、生物兵器条約の国際査察強化など、多数

の政策課題を提示した。

これを受けて、米国国防総省は同年1 2月に

新たな対拡散政策（C o u n t e r p r o l i f e r a t i o n）を打

ち出した。対核拡散政策は、ＷＭＤ拡散を未

然に防止するための「予防手段」と、すでに

拡散してしまった W M D の脅威に対処する

「防護手段」の二つに分類されている。予防

手段は拡散懸念国に対する外交説得、輸出規

制、軍備管理体制、国際圧力等を内容とする

もので、国務省等の外交当局の果たす役割が

大きい。防護手段は核抑止力、軍事攻撃力、

防御能力等を内容とするもので、この分野を

担当するのは国防総省である。予防手段は冷

戦時代から取り組まれてきた核不拡散政策

（n o n - p r o l i f e r a t i o n）の延長線上にあるが、軍事

的対応を求めた防護手段に対核拡散政策の特

徴がある。

アメリカでは、軍事的対応と非軍事的対応

が車の両輪となって核不拡散政策が構成され

ている（また、核不拡散は化学兵器その他の

ＷＭＤ拡散問題と明確に関連づけられて扱わ

れている）。これに対して、日本の核不拡散

政策はもっぱら非軍事的対応に限定されてい

る。平和国家を自認する日本と、軍事超大国

である米国の政策に相違があるのは当然であ

り、また、日本は国際安全保障問題に対して

軍事的対応を控える立場にある。しかし、軍

事領域における諸問題をすべてアメリカ任せ

にしていては、日本の政策に重大な戦略的空

白が埋まれることになるだろう。

核軍縮に関するアメリカの政策は、ロシア

との戦略核削減交渉のなかで展開されてい

る。クリントン政権は1 9 9 4年９月に公表した

「核態勢見直し」（Nuclear Posture Review＝

N P R）をベースにして、第２次戦略核削減交

渉（S T A R T -Ⅱ）に取り組んだ。現在、ロシア

のS T A R T -Ⅱ批准が待たれる状況にある。N P R

では核軍縮の進展を目指す（「先導」）ととも

に、国際環境の悪化に備える（「保険」）こと
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も政策課題に掲げられている。また、アメリ

カは将来も十分な核抑止力を保持していくこ

とも確認されている。日本は一般論として米

ロの核軍縮交渉の加速を求め続けているが、

米ロの交渉は二国間の戦略的安定性を維持し

ながら推進されていくものである。また、米

国の核削減が進めば、日本が頼っているアメ

リカの核拡大抑止力に量的・質的な変更がも

たらされることにも配慮すべきであろう。

アメリカとの対比において日本の現状を振

り返ると、日本の核不拡散・核軍縮政策には

少なくとも三つの問題点があることに気づ

く。第一に、日本の核不拡散・核軍縮政策は

日本の防衛政策上の要件を満たしているかど

うかの検討が、不十分のように思われる。日

本政府がN P Tの無期限延長への支持を決定す

るまでに、本来なら国民レベルで検討・議論

されるべき防衛政策問題があった。「冷戦後

の新しい安全保障環境のなかで、日本が引き

続き非核政策を維持していくために必要なこ

とはないのか」、「冷戦後はどのような核の脅

威があるのか」、「核の脅威に対しては引き続

きアメリカの核抑止力に頼るのがいいのか」、

「アメリカの核抑止力の信頼性如何」など、

基本的な問題が不問に付された。

非核政策を国是とする日本の政策が正しい

としても、防衛戦略的検討が排除される国民

風土は問題なしとしない。アメリカの核不拡

散政策は、つねに国防政策上の観点から吟味

される。アメリカはC T B T交渉の開始と妥結

にイニシアティヴを発揮したが、米国議会は

いまだにC T B Tを批准していない。米国では、

C T B T体制が固まった後も、米国の核兵器の

信頼性と安全性を確保して行けるか否かをめ

ぐる論議が続けられている。C T B T体制の確

立を求める日本の立場から見れば、このよう

なアメリカ国内の対応は批判されて然るべき

である。しかし、日本が今後もアメリカの核

抑止力に依存し続けるのであれば、アメリカ

の核兵器の信頼性と安全性の確保は日本にと

っても重要な関心事でなければならない。

第二に、核不拡散体制の維持強化に向けて、

日米はほとんどすべての領域において緊密な

協力を推進できる立場にあるが、両国の利害

が一致しない分野がある。クリントン政権は

核不拡散の観点から、民生用のプルトニウム

の蓄積を抑制する方法を探るとともに、民生

用原子力計画における高濃縮ウランの使用を

最小限にする政策を打ち出した。米国はプル

トニウムの民生利用を推奨しないと言ってい

る。「奨励しない」という表現は日本に対す

る外交的配慮によるもので、アメリカが日本

のプルトニウム利用政策の変更を望んでいる

ことは疑いない(1 4)。

核燃料リサイクル政策を推進している日本

にとって、このアメリカの新政策が持つ含意

は深刻である。アメリカは西欧諸国と日本の

民生用原子力計画におけるプルトニウム利用

に関しては、従来のコミットメントを守ると

しており、その枠組みとなっている日米原子

力協定は維持されている。しかし、アメリカ

の核不拡散政策と日本の原子力平和利用政策

のベクトルが異なる方向に向いていることは

明らかであり、冷戦後の日米原子力協力の基

盤は不安定なものになっている。

第三に、日本の核不拡散・核軍縮政策の整

合性および説得性という問題がある。核実験

を強行したインド、パキスタンに対して、日

本政府は経済協力の見直しを含む強い抗議の

姿勢を示した。これに対してインド政府は、

日本がアメリカの核の傘に入っていることを

指摘して反論した。パキスタン政府は、「広

島、長崎の経験は、日本が核兵器を持ってい

たら裂けられたであろう」として、自らの立

場を擁護した。

国際規範となった核不拡散体制を動揺させ

た印パの行動は容認されないが、両国の反論

に一理あることを認めざるを得ない。日本が

アメリカの核に依存し、核抑止論に立脚した

防衛政策を採用していることは事実である。
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パキスタンの核実験は、インドの核脅威に対

する抑止を目的としたものといえる。日本が

パキスタンが抱える安全保障上の不安にあま

りに無理解であれば、パキスタンに対する外

交的説得は効果がないばかりか、場合によっ

ては日本は身勝手な国と受け止められかね

ない。

終わりに

冷戦後の国際環境のなかで、核不拡散と核

軍縮に関わる日本の政策は試練と好機に直面

している。インド、パキスタンの核実験が示

すように、冷戦後の核拡散の対象国はアジア

の国であり、日本が少なからぬ外交的影響力

を及ぼし得る国である。また、日本は非核国

として米ロ間の核軍縮の進展を求めるととも

に、核兵器解体などの技術的な課題に対して

も貢献できるポテンシャルを持っている。し

かし、日本の核不拡散・核軍縮政策はあくま

でもアメリカとの安保協力体制に支えられて

おり、日米関係が円滑に維持されていかなけ

れば、この分野に対する有効な対応はあり得

ない。

（了）。

（1 9 9 8年1 1月1日）

（１）N P T 成立時の日本国内の論議については、次の文
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